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事例５：倉敷市真備地区（岡山県） 

平成 30年７月豪雨（西日本豪雨） 

発災日：2018 年７月７日 

 

特徴 

○ 全国的に大きな被害となった平成 30 年７月豪雨（2018 年７月）において、岡山県倉敷市真備地区では、地
区全体が浸水被害を受け、全国の被災自治体の中でも被害が深刻な地域の一つとなった。 

○ 住家被害は、4,646 棟の全壊世帯がある一方で、大規模半壊・半壊・一部損壊の各世帯の合計は 1,215 棟で
あり、住家被害における全壊世帯の割合が非常に高い災害となった。 

○ 被災者の見守り・相談支援のため、同年 10 月に開設した、倉敷市真備支え合いセンター（以下「支え合いセンタ
ー」という。運営は倉敷市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）。）は、50 人程度のスタッフを雇用したことに
加え、生活困窮者自立相談支援機関や障害者相談支援機関の担当者を常駐で配置したことから、比較的多くのマ
ンパワーの確保と体制構築ができた。そのため、倉敷市外へ避難・転居した世帯も含め多くの世帯（約 5,800 世
帯）を対象として、個別訪問・見守り相談支援（アウトリーチ）を中心とした災害ケースマネジメントを実施できた点が
特徴的である。 

 

＜被災時の真備地区（自衛隊による救助活動）＞ 

被災状況等 

市の人口 482,912 人（209,607 世帯）（うち真備地区：22,797 人（9,006 世帯）） 
（2018 年６月 30 日時点） 

被災状況  死者：73 名 
 負傷者：120 名（重傷 9 名、軽傷 111 名）（2020 年 9 月 1 日時点） 
 住家被害：全壊 4,646 棟、大規模半壊 452 棟、半壊 394 棟、一部損壊 369 棟 

（2019 年 4 月 5 日時点） 
 応急仮設住宅入居者数：最大 8,780 人（3,285 世帯）（2018 年 12 月 31 日時点） 

（内訳） 
・真備地区外の賃貸型応急住宅入居者：7,932 人（2,934 世帯） 

※倉敷市外：1,767 人（672 世帯） 

倉敷市内（真備地区外）：6,165 人（2,262 世帯） 

・真備地区内の賃貸型応急住宅入居者：848 人（351 世帯） 
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災害の概要  梅雨前線の活動が続き、倉敷市倉敷地点で 260 ミリ（48 時間累加雨量）という、観
測史上１位の降水量を記録した豪雨によって、小田川の堤防２か所、末政川、高馬
川、真谷川の堤防６か所が決壊。 
 特に、倉敷市真備地区の約３割にあたる 1,200ha が浸水（高さ最大５m）したことに

より、多数の家屋が被害を受けたため、地区外へ避難する方が多く、一時 5,500 人以上
が地区内外の避難所に避難した。避難所は浸水していない地域の小学校等を活用した。 

・ 被害状況の詳細は、以下を参照。 
①平成 30 年 7 月豪雨災害から復興への記録（倉敷市）  

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36569.htm 
②岡山県くらし復興サポートセンターHP 

https://kurashi.fukushiokayama.or.jp/for-supporter/data/ 
  

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36569.htm
https://kurashi.fukushiokayama.or.jp/for-supporter/data/
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総論 

＜経緯・背景＞ 
○  平成 30 年７月豪雨では、真備地区の約 4,400ha のうち約 1,200ha が浸水し、生活再建に当たっては、被災

者が複合的な課題を抱えるケースが多かった。複合的な課題を抱える世帯等を支援するには、活用する支援制度の
種類・関係機関等が多くなり、的確な制度利用や関係機関との連携が必要となるため、倉敷市では、被災者へのき
め細やかな支援を行う観点から、災害ケースマネジメントの実施が必要と考えた。 

 
＜取組概要＞ 
○ 倉敷市被災者見守り・相談支援等事業として、支え合いセンター職員が、被災世帯に個別訪問等（アウトリー

チ）を行い、健康状態、生活状況、被災に対する心情、経済面や住まいの再建の見通しなどについて伺った上で、被
災者の困り事等の有無を把握し、支援が必要な世帯については、行政や専門の支援機関、制度等へつなぎ、それぞ
れの課題に応じた支援を実施する仕組みを構築した。 

○ また、聞き取った情報を基に、健康状態と経済状況から支援を類型化し、被災世帯毎の個別の支援計画を策定し
ている。その際、被災者の個別支援における課題、見守りの必要性、支援ニーズ等を踏まえ、支援の優先度や訪問
支援の頻度を決めた。 

○ それぞれの被災者の生活再建を目指しているため、住まいの再建を終えても、今後も安定した生活を継続できると判
断できるまでは、個別訪問を継続した。  

 
災害ケースマネジメントを実施したことによる効果 

○ ケース会議や協議を行い、関係者間の調整を進める中で、部署の垣根を越えて共通認識を持つことができた。 
○ 災害ケースマネジメントを進める中で、倉敷市被災者見守り・相談支援等事業の一環として、「見守り支援における

住まいの伴走型支援事業」、「り災住家長期居住者アドバイス事業」、「介護支援専門員による見守り再訪問事業」
の３つの市独自事業を創設し、被災者に寄り添った多様な支援を行うことにより、被災者に対する手厚い支援を行う
ことができた。 

○ 保健師等の市職員が支え合いセンターに常駐するなど、市被災者見守り支援室と支え合いセンターが連携する体制
を構築したことにより、被災者の抱える困り事や要望が市に届きやすくなり、支援策の検討が進みやすくなるなど、災害
ケースマネジメントの実行力が向上した。 

○ 具体的には、被災者支援の各種申請手続きの期限や延長の見込み、検討中の新しい支援策等について、市と支
え合いセンターで情報共有・協議が可能になり、制度新設や変更にあわせた支え合いセンターの体制構築がスムーズ
に行えた。 

 
※見守り支援における住まいの伴走型支援事業： 

見守り支援事業の中で構築した被災世帯との信頼関係を基盤に、住まいの再建先を見つけていく事業（社
会福祉法人めやす箱、社会福祉法人リンクに委託）。 

  

災害ケースマネジメントに取り組んだ経緯・背景、取組概要 
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※り災住家長期居住者アドバイス事業： 
自宅等をセルフリフォームしながら居住している被災世帯の悩みに対して、建築士とともに訪問し、専門家からア

ドバイスする事業（岡山県建築士会倉敷支部に委託）。 
    

※介護支援専門員による見守り再訪問事業： 
高齢者世帯で介護サービスを受けていない世帯については、住まいの再建が終了してから一定期間が経過し

た時点で、「必要な相談や支援を受けることができ、安定した生活になりつつあるか」という視点で、介護支援専
門員が再度訪問する事業（岡山県介護支援専門員協会に委託）。 

 
○ 被災者が倉敷市外で住まいの再建を行うことになった場合においても、原則、住まい及び生活の再建が完了するまで

の間、倉敷市が支援の中心になって動くこととしていたため、被災者の受入れ先となった市町村の負担も減らせたと考え
る。また、住民票を異動した被災者の情報について、倉敷市から転出先の市町村へ引き継ぐ際には、当該被災者のこ
れまでの各種支援制度の利用状況や災害ケースマネジメントの結果等をまとめた資料を作成し、転出先の市町村へ
共有することにより、業務の効率化を図った。 

○ なお、岡山県くらし復興サポートセンター（岡山県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）に委託）からの後
方支援により、市外で住まい及び生活の再建することに決定しているものの、住民票を異動していない世帯について、
各市町村社協間での情報の引継ぎや、弁護士やファイナンシャルプランナーなど専門家の派遣に係る調整がスムーズに
進んだ。 

 
災害ケースマネジメントを実施してみての反省点・改善点 

○ 災害ケースマネジメントの実施に当たっては、世帯単位で情報の整理を行っていたが、世帯の分離や統合が生じる場
合があり、情報の整理・管理が難しくなることがあった。 

○ 応急仮設住宅等の入居期間中には、市外に仮住まい中の被災者とその地域とのつながりの創出（高齢の被災者
に対するサロンの紹介等）について、当該地域の情報が不足していたこともあり、苦心した。また、仮の住まいであるとの
意識が強いため、地域とつながることに積極的ではない被災者と地域とのつながりの創出については、市内・市外を問わ
ず難しかった。今後は、そのような被災者を対象としたコミュニティづくりへの支援について、特に、市外へ転居することにな
った場合に、どのように対応するか検討することが必要だと考えている。 

○ 一般的な相談会と異なり、士業等による伴走型支援を行うためには、被災者の抱えている課題を整理し、適切な士
業界等を見極めた上で連携をすることが、被災者支援としては効果的であると考える。しかし、一部の士業協会から
は、課題を整理する前の段階から、相談支援に入ることを希望されたため、連携に混乱が生じ、支援を断るなどした。 

○ 被災者が倉敷市から他市町村に転出する場合、市内に留まる被災者を支援する場合に比べて、継続的な支援の
実施に以下のような課題があった。 
・ 転出前後の自治体において、公的支援制度の内容に差異があること。 
・ 転出先自治体における情報の引継先（担当部署）の特定が困難であること。 
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今後の展望 

○ 2023 年度までは「真備地区復興計画」（2019 年 3 月策定、倉敷市）の計画期間中であり、支え合いセンター
も同年度までは継続予定としている。なお、2024 年度以降も、見守りが必要な世帯については継続して支援を実施
予定。 

○ 2024 年度以降、災害ケースマネジメントの機能については、以下の仕組みの中に残す予定である。 
・ 既存の生活困窮者支援・障害者支援・保健師等の公的な多機関が連携する会議体 
・ 通常の生活の中で行う住民間の見守りなど、いわゆる地域の共助の取組による見守り活動 
・ 厚生労働省の重層的支援体制整備事業（2022 年度より移行準備を開始）の活用 
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各論 

（１）災害ケースマネジメントの実施体制 

＜倉敷市被災者見守り・相談支援等事業のイメージ図：2018 年 10 月～2019 年 3 月頃＞ 

 

（出典：倉敷市社会福祉協議会「平成 30 年 7 月豪雨災害（倉敷市真備地区）における被災者生活支援に関
する報告書」） 

 
○ 2018 年 10 月１日に支え合いセンターを開設し、運営については市社協に委託している（2019 年 3 月に策定

した「真備地区復興計画（倉敷市）」（毎年度改定）では、2023 年度まで当該事業を継続する予定としてい
る。）。 

○ 被災者支援の支援機関の情報共有や対応を協議するため、大きく分けて 2 種類の役割の会議（「個別ケースのマ
ネジメントに関わる会議」、「支援制度の情報や各団体の動き等の情報共有をする会議」）があり、それぞれ、定期的
に開催した。  

○ 倉敷市外に避難し、当該地域に定住する意思がある被災者に関しては、「岡山県くらし復興サポートセンター」（県
社協が運営）に協力依頼を行い、転居先の市町村社協と調整の上、個別訪問を行った。 

   
※岡山県くらし復興サポートセンター： 

岡山県内の市町村が設置する、被災者見守り・相談支援事業を実施するセンターの後方支援を目的として、
設置されているもの。 
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＜支え合いセンターの人員体制＞ 
○ 開設当初（2018 年 10 月）は、センター長１名、副センター長１名（相談員兼務）、見守り連絡員３名で活

動を開始。見守り連絡員等の増員を図りながら、2018 年 12 月末までに約 50 名体制となった。 
○ その後、2020 年度まで同規模の体制で活動を継続したが、継続的な訪問支援が必要な世帯が減少したこともあ

り、2021 年度は 30 名に減員した。2022 年度は、10 名程度で運営予定である。 
○ 支え合いセンターには、設立当初（2018 年 10 月）から、社会福祉法人めやす箱（生活困窮者自立相談支援

事業を受託）、社会福祉法人リンク（真備地域生活支援センターを受託するほか、障害者支援関連事業（児童
発達支援事業、就労継続支援等）を実施）の職員が常駐し、当該職員が相談員として、障害者のいる世帯や就
労・家計の不安を抱える世帯の個別訪問等の対応にあたっている。 

 

 
（出典：倉敷市社会福祉協議会「平成 30 年 7 月豪雨災害（倉敷市真備地区）における被災者生活支援に関

する報告書」） 
 

（２）災害ケースマネジメントの支援対象者・把握方法、支援の実施方法 

＜支援対象者・把握方法＞ 
◯ 発災直後の 2018 年７月 13 日～11 月 30 日にかけて、倉敷市保健師や岡山県介護支援専門員協会（ケア

マネジャー等）が、真備地区内の全世帯に対して、個別訪問による健康面を中心とした状況把握（初動期の個別
訪問支援）を行った。この事業は、保健師の通常業務として行いつつ、厚生労働省の被災高齢者等把握事業を活
用して、事業の一部を岡山県介護支援専門員協会に委託する形で実施した。 

○ 2018 年 10 月、支え合いセンターの見守り連絡員による応急仮設住宅入居者等への個別訪問から、倉敷市被
災者見守り・相談支援等事業を始めた。特に、高齢かつ単身の世帯、高齢世帯、単身世帯、障害者が入居している
世帯を優先的に訪問した。 
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○ 倉敷市見守り・相談支援等事業では、応急仮設住宅（賃貸型・建設型）、公営住宅の入居世帯、親戚知人
宅、罹災住家に留まる世帯等、被災による仮住まいの状況にある世帯を全て対象とした。 

○ 併せて、支え合いセンターは、岡山県くらし復興サポートセンターへ協力を依頼し、倉敷市外へ避難・転居した世帯
（倉敷市外の賃貸型応急住宅、親戚宅の入居者等）に対しても、転居先の市町村社協と共に個別訪問を行っ
た。また、岡山県外へ避難・転居した世帯については、電話によるアプローチを行った。 

○ 2018 年 12 月には、応急仮設住宅以外に避難している世帯の居所と連絡先を把握するためのアンケートを実施し
た（アンケートの送付先は 2,292 世帯で、回収率は 75％だった。居所の内訳としては、「自宅以外」が 56％、「被
災前から居住している自宅」が 44％だった。）。 

○ 2019 年 4 月頃、被災後の状況が把握できていなかった世帯に対して、夜間や休日に訪問・電話を行う等、集中
的なアプローチを行った。 

○ 継続的な個別訪問が必要な世帯は、2020 年 7 月時点で約 2,100 世帯、2021 年 3 月時点で約 800 世
帯、2022 年 2 月時点では 110 世帯となっている。 

○ 個別訪問による支援が終結した世帯を含め、これまで支援した全世帯に「あなたたちのことを忘れていません」「困った
ときにはいつでも連絡してください」というメッセージを込めて、支え合いセンターの連絡先を入れた絵手紙等の送付を、
季節の変わり目等のタイミングで継続している。 

 
＜支援の実施方法＞ 
○ 被災世帯に対する個別訪問等を行い、健康状態、生活状況、被災に対する心情、経済面や住まいの再建の見通

しなどについて伺った上で、被災者の困り事等の有無を把握し、支援が必要な世帯については、行政や専門の支援機
関、制度等へつなぎ、それぞれの課題に応じた支援を実施する仕組みを構築した。 

○ また、聞き取った情報を基に、健康状態と経済状況から支援の類型化を行い、被災者毎の個別の支援計画を策定
している。その際、被災者の個別課題、見守りの必要性、支援ニーズ等を踏まえ、支援の優先度や訪問支援の頻度
を決めた。例えば、高齢単身世帯、高齢者のみの世帯、単身世帯、障害者のいる世帯等は、孤立する懸念があるた
め、支援の優先度を高く設定した上で、個別訪問の回数を増やした。 

  
※支援計画： 

以下５項目の観点を記載し、個別訪問の都度更新している。市独自の被災者生活再建支援システムで共
有するとともに、ケース会議・個別支援会議等の多機関連携の会議の後でも更新している。 
・ 心身の健康や安定した日常生活 
・ 社会的関わりの維持 
・ 生計の維持 
・ 住宅環境の整備 
・ 情報の収集と活用 

  



 

87 

○ 倉敷市の独自事業として、以下の「被災者をとりまく支援制度等の概要【イメージ図】」のように、見守り支援における
住まいの伴走型支援事業、り災住家長期居住者アドバイス事業、介護支援専門員による見守り再訪問事業等の新
たな事業について、倉敷市被災者見守り・相談支援等事業の一環として創設し、被災者に寄り添った多様かつ手厚
い支援を行うことができた。 

 

 
（出典：倉敷市社会福祉協議会「平成 30 年 7 月豪雨災害（倉敷市真備地区）における被災者生活支援に関
する報告書」） 
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＜被災世帯の類型化＞ 
○ 被災世帯について、「日常生活の自立性（健康状態）」と「住まい再建の実現性（経済状況）」の 2 軸で、４つ

のカテゴリーに分類しており、カテゴリーごとに支援内容が異なる。 
○ また、個別訪問の頻度については、個別訪問の必要性、被災者の支援ニーズや生活課題の状態により、A～F の

6 種類に分類しており、概ね月１～２回程度、３か月に１回程度の間で、個別訪問の頻度・スケジュールを決めて
いる。 

○ なお、個別訪問の頻度は、各世帯の住まいの再建状況や健康状態にあわせて、適宜見直すこととしている。 
○ 2018 年 10 月より、地区独自のアセスメントシートを作成している。被災者台帳とは別に、継続して支援している

世帯が抱える課題を整理するためのものであり、全支援世帯において活用している。 
  
 【被災世帯の４類型】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：倉敷市社会福祉協議会「平成 30 年 7 月豪雨災害（倉敷市真備地区）における被災者生活支援に関
する報告書」） 
 
【被災世帯を類型化するための基準表】 

 

（出典：倉敷市社会福祉協議会「平成 30 年 7 月豪雨災害（倉敷市真備地区）における被災者生活支援に関
する報告書」） 
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【支援対象世帯の世帯類型と、それぞれのアプローチ回数】 

 

※2018 年10 月から2019年12 月まで（発災後3か月～1 年５か月時点）の期間で、有効な聞き取りができた
5,079 世帯の訪問等記録12,113 件分のデータを分析。 

 
（出典：倉敷市社会福祉協議会「平成 30 年 7 月豪雨災害（倉敷市真備地区）における被災者生活支援に関

する報告書」） 
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（３）災害フェーズ・時系列ごとの取組内容 

 

 
※上記の「実施内容」のうち相談支援の実施に当たって、活用した予算制度等 
 被災高齢者等把握事業 
 被災者見守り・相談支援事業 
 災害救助法 

 
＜避難生活段階＞ 
○ 発災直後の 2018 年 7 月 11 日、玉島地区にある中国職業能力開発大学校内に「倉敷市災害ボランティアセン

ター」（以下「災害 VC」という。）を開設（市社協に運営を委託）。 
○ 発災直後の 2018 年７月 13 日～11 月 30 日にかけて、倉敷市保健師や岡山県介護支援専門員協会（ケア

マネジャー等）が、真備地区内の全世帯に対して、個別訪問による健康面を中心とした状況把握（初動期の個別
訪問支援）を行った。この事業は、保健師の通常業務として行いつつ、厚生労働省の被災高齢者等把握事業を活
用して、事業の一部を岡山県介護支援専門員協会に委託する形で実施した。 

○ 2018 年 10 月より、災害 VC が、真備地区内の全戸訪問による被災者の支援ニーズ調査を行い、延べ 4,706
棟を訪問した。災害 VC の運営スタッフは、延べ約 150 人、民生委員（30～40 人）、市社協、地区の社会福祉
協議会、近畿ブロックの社会福祉協議会、災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（企業、社会福祉協議会、
NPO、中央共同募金会が協働するネットワーク組織）の運営支援者（15～20 人）等が参加した。 

 
＜災害ケースマネジメントの主な実施主体となる支え合いセンターの立上げとそれ以降の取組＞ 
○ 2018 年 10 月１日、支え合いセンターを開設し、市社協に運営を委託した。 
○ 2020 年３月 31 日をもって、災害 VC の後継である「まび復興支援ボランティアセンター」を閉鎖し、同年４月１日

より通常の市社協の業務対応に移行した。「まび復興支援ボランティアセンター」で拾い上げた被災者の支援ニーズ等
は、支え合いセンターが引き受け、被災世帯のゴミ出しなどの作業は NPO 等の民間支援団体へつないだ。 
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＜支え合いセンターのスタッフの募集＞ 
○ スタッフ募集方法としては、見守り連絡員の資格等は問わず、災害 VC で活躍した方、市社協のボランティア養成等

講座の受講者等への声掛けを行い、口コミも含めて募集した。このように、スタッフは、「被災者の助けになることをした
い」というマインドを持つ一般の方々で構成した。 

 
＜庁内関係者の職員に対する研修＞ 
○ 2018 年９月３日、倉敷市健康長寿課内に被災者見守り支援室を設置し、東日本大震災における仙台市や熊

本地震における熊本市・益城町の災害ケースマネジメントの取組も参考に、災害ケースマネジメントに関する視察・事
前研修を実施した。 

○ 2019 年５月、災害ケースマネジメントの実施に係る研修を、庁内の関係者全体に対して行うことで、部署の垣根を
越えて共通認識を持つことができた。 

 
【被災者見守り支援室職員に対する、倉敷市被災者見守り・相談支援等事業の事前研修のカリキュラム一例】 

 
（出典：倉敷市社会福祉協議会「平成 30 年 7 月豪雨災害（倉敷市真備地区）における被災者生活支援に関

する報告書」） 
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【支え合いセンターのスタッフに対する研修～研修が目指しているものと研修メニュー～】 
支え合いセンターの内部の研修としては、初任者研修、支援スキル向上のための研修、制度理解のための研修

などに加え、見守り連絡員へのメンタルヘルス、健康管理といった視点での研修メニューを実施している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（出典：倉敷市社会福祉協議会「平成 30 年 7 月豪雨災害（倉敷市真備地区）における被災者生活支援に関

する報告書」） 
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（４）災害ケースマネジメントの実施に当たっての関係者での情報共有方法 

＜制度の情報共有のための多機関連携会議＞ 
◯ 「晴れの国たすけあいプロジェクト」の構成の中心である岡山 NPO センター、市の被災者見守り支援室、支え合いセ

ンター、県社協、地元の NPO 等が一堂に会する会議を、2020 年 9 月より現在まで、月 1 回実施している。この会
議は、民間団体と歩調を合わせた被災者支援を目的としたものであり、行政の手が届きにくい分野への個別支援
（例：ゴミの片づけ、引っ越しの手伝い等）とともに、情報共有等を行っている。 

  
※晴れの国たすけあいプロジェクト： 

ボランティア団体、個人ボランティアとの総合体。岡山 NPO センターが事務局。 
なお、「晴れの国たすけあいプロジェクト」のほか、つながりのある災害ボランティア団体としては、防災や県外被災

地の支援等を目的とした「災害支援ネットワークおかやま」等がある。 
  

※岡山 NPO センター：岡山県の NPO 支援を行う中間支援団体。 
 

＜個別のケースマネジメントに関わる各種会議＞ 
◯ 「個別支援会議」という形で、支え合いセンター、市の被災者見守り支援室・住宅課・子育て支援課・福祉援護課

や、生活困窮者自立相談支援機関など 13～14 機関が、災害ケースマネジメントに係る情報共有を目的として行う
定例会議（月 1 回）が行われた。 

○ 次に、「ケースカンファレンス」として、支え合いセンターの中で、課題整理や支援方法に悩むケースに対して、毎週 1
回ケース検討を行い、月 1 回は全ケースの進捗管理を実施。市独自の「見守り支援における住まいの伴走型支援事
業」の実施主体である社会福祉法人めやす箱や社会福祉法人リンク、保健師などが参加。その都度、多角的な視点
でのアセスメントを行い、被災世帯の課題への対応を協議する。 

○ また、「ケースカンファレンス」とは別に、「ケース会議」を行っている。ともに被災世帯の課題への対応を行う会議である
が、「ケース会議」は支え合いセンターだけでなく、高齢者支援センター等、外部の支援機関が加わる会議。 

○ 2020 年度末からは「再建加速支援会議」として、応急仮設住宅の供与期間内に退去が難しいと考えられる世帯
を検討の対象とし、支援方針の決定と情報共有のための会議を開催している（月 1 回）。 

 
※再建加速支援会議： 

・ 被災者支援（災害ケースマネジメント）のうち、特に、応急仮設住宅入居者の住まいの再建に関する支援
会議。 

・ 再建加速支援会議の前提として、2020 年度から始めている「見守り支援における住まいの伴走型支援事
業」により、応急仮設住宅入居世帯、親戚・知人宅への仮住まい世帯から、住まいの再建に係る様々な相談
を受けてきた。それにより、住まいを自力で再建しづらい世帯を把握し、相談支援をしているうちに、応急仮設
住宅の退去期限（延長されることもあるため個別で事情が異なる）までに退去が難しい世帯を把握することが
できていた。 

・ 応急仮設住宅入居世帯の情報は、県（応急仮設住宅の供与）、市住宅課（建設型応急住宅の管理、
災害公営住宅の建設、公営住宅等の入居）、市見守り支援室（アウトリーチ型の相談支援）、市福祉援
護課（被災者生活再建支援金のうち加算支援金の業務を担当）がそれぞれで管理している。これらを、「再
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建加速支援会議」を設けることにより、一元化することで、応急仮設住宅入居世帯の正確な現状把握と支援
を可能にした。 
 

（５）被災者台帳等の活用・共有の状況 

＜被災者台帳の作成・活用（2018 年 10 月～）＞ 
○ 罹災証明書の記載内容を基本的な情報として、企業に委託し、被災者台帳の作成に係るシステムを構築した。倉

敷市では、この被災者台帳作成に係るシステムを「被災者生活再建支援システム」として称して運用している。 
  

【被災者台帳の記載項目】 
・ 住民基本台帳の記載情報（発災時及び現在の世帯情報等） 
・ 罹災証明書の記載内容（住家の被害認定調査の内容、持家か借家かどうか） 
・ 本人が希望する、各種支援情報等の送付先（広報紙、復興情報だより等） 
・ 住家の公費解体、自費解体の状況 
・ 応急仮設住宅への入居状況（入居日、場所、退去日等） 
・ 義援金の受け取り状況 
・ 生活用品の配達状況 
・ 国民健康保険料、水道料金等の減免情報 
・ 保健所の対応状況 
・ 障害及び介護保険の認定状況 
・ 倉敷市被災者見守り・相談支援等事業の訪問記録（最大 50 回分） 
・ 倉敷市被災者見守り・相談支援等事業の次回訪問予定（対象となる約 5,800 世帯の訪問予定の管理）等 

 
＜独自のアセスメントシートの作成＞ 
○ 発災当初（2018 年 7 月）より、独自のアセスメントシートを作成した。被災者台帳とは別に、継続して支援してい

る世帯が抱える課題を整理するためのものであり、全支援世帯において活用している。 
 
＜個人情報の関係者間での共有、それに伴う本人同意の取得＞ 
○ 罹災証明書の発行段階では、その情報を共有することについて本人同意の取得はできていない。 
○ 応急仮設住宅の入居時に、その申請に当たって記載された情報を関係機関で共有する旨の同意を、書面内で取

得している。 
○ 倉敷市被災者見守り・相談支援等事業においては、個別訪問等の際に、把握した内容について関係機関で共有

する旨を口頭で説明し、本人から同意を取得している。 
○ 引越し支援を行う NPO 等の民間団体への情報共有は、その都度、情報共有が必要になった段階で、追加で本人

同意を取得している。 
○ なお、本人同意の取得については、個人情報保護の観点だけではなく、支援の抜け漏れを防ぐという効果もあった。 
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（６）個別ケースの事例 

特徴的な支援ケース① 建設型応急住宅（３人世帯） 

○ 世帯主（トラック運転手）、妻（専業主婦）、次女（高校生）の 3 人世帯であり、被災当時は、アパート暮
らしをしていた。被災後は、倉敷市内の建設型応急住宅で生活していた。 

◯ 健康面については、世帯主には前立腺の疾患、妻は被災後うつ病の診断を受ける。次女は療育手帳のＢ（軽
度）判定を受けていたが、更新をしていなかった。 

◯ 世帯主は金銭トラブルがあり、世帯主及び妻の親族とも疎遠であった。 
◯ 収入は世帯主の年金と次女のアルバイトの給料のみ。被災後、世帯主は失業し、困窮状態となったため、困窮

等対応相談員が主体となり、当該被災世帯が抱えている課題を整理し、課題ごとに専門の団体・機関につなげ
た。まず、生活困窮者自立相談支援センターにつなぎ、就労支援を行った。また、妻の判断能力に不安があり、被
災関係の手続きや金銭管理が難しいため、市社協が日常生活自立支援事業（市社協の通常事業の一つであ
り、障害者・高齢者向けの金銭管理事業）を通じて、家計支援に入った。加えて、消費者金融での借金や車の
ローンなどの負債があったため、弁護士が入り自己破産申請を行い、負債の整理を行った。 

○ また、妻のうつ病については障害対応相談員が心療内科へ同行するとともに、相談支援事業所につなぎ、訪問
看護を週１回、家事支援の福祉サービスを週１回利用することとなった。 

○ その後、市営住宅へ入居することになったが、その際には、「晴れの国たすけあいプロジェクト」に相談し、引越し支
援を受けた。 

 

特徴的な支援ケース② 建設型応急住宅（１人暮らし） 

○ 被災前から 1 人暮らしで転職を繰り返していた。被災前には、生活困窮者自立相談支援センターの支援で仕
事に就いていたが、災害により、職場も被災し失業した。定期的な収入がなく、被災者生活再建支援金や義援
金などを含め、貯金を切り崩して生活していた。 

○ 持家は全壊の被害を受け、近所の建設型応急住宅で生活するようになった。持家をリフォームするか公費解体
するかで迷っていたため、支え合いセンターが繰り返し訪問する中で、公費解体の手続きを行い、現在は、真備地
区の災害公営住宅に入居することができ、住まいの再建を図っている。また、「お互いさまセンターまび」を通して生
活困窮世帯向けの家電提供を受けた。 

  
※お互いさまセンターまび： 

一般社団法人お互いさま・まびラボが運営。引っ越しや片付け、ごみ捨てなど、多様な被災者の日常生活
支援を行っている。 
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（７）被災者台帳やアセスメントシート等の活用したツール 

＜世帯基本情報シート（被災者台帳システムのデータを基に出力し、支え合いセンターへ提供されるもの）＞ 
○ 個別訪問支援を始めたときから、「世帯基本情報シート」の作成に取り組み、書式の試行錯誤があった後、2018 年

11 月頃に書式が確定し、現在まで利用している。 
○ 当初は手書きであったが、その後は、被災者台帳のデータをもとに、この書式で出力されたものが、支え合いセンターに

提供されるようになった。 
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＜記録のポイント＞ 
○ 見守り連絡員が訪問支援、電話相談対応するときに被災者の状況把握が適切にできるよう、作成した記録のポイン

トを整理したもの。 
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＜見守り活動における緊急時の対応について＞ 
○ 見守り連絡員が訪問した際、緊急対応しなければいけない時の対応をまとめたもの。 
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＜訪問手順＞ 
○ 見守り連絡員が訪問する場合の手順 
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＜被災世帯の支援の類型化と訪問等の目安＞ 
○ 被災世帯の支援の類型（4 分類）とそれを踏まえた訪問頻度の目安 
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＜住まいの状況把握シート＞ 
◯ 市「見守り支援における住まいの伴走型支援事業」を行う際に、支え合いセンター職員と不動産事業者が連携しや

すくなるよう、住まいに関する情報を集約するために活用している。 
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（８）関連する写真 

 

被災時の真備地区（自衛隊による救助活動） 
 

ボランティアによるニーズ聞き取りの様子 

 
見守り連絡員による個別訪問の様子 

 
見守り連絡員による個別訪問の様子 

 
支え合いセンターでのミーティング風景 

 
支え合いセンターの職員に向けたメンタルヘルス研修 

 
出典：「平成 30 年 7 月豪雨災害 災害ボランティアセンター活動報告書」（倉敷市社会福祉協議会） 

「平成 30 年 7 月豪雨災害（倉敷市真備地区）における被災者生活支援に関する報告書」（倉敷市社会
福祉協議会） 

 
 




